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被災者復興と被災地復興

被災市街地

生活復興
（住宅再建）

産業復興
（企業再建）
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①被災地復興
＊地域の課題を解決するべき被災地を選定し、そ
こに集中的に費用を投じて進める、被災地の復興

（１）市街地（基盤復興）・・・・まち創造

（２）コミュニティ(社会復興)・・近隣再生

②被災者復興
＊全ての被災者（家族）・被災事業所（企業）に公平
公正に支援し、被災者個人の復興

（３）居住者（生活復興）・・・・日常創出

（４）事業者（産業復興）・・・・仕事創生

二つの「災害復興」
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東日本大震災の｢復興感｣と｢復興｣構造

①毎日の食生活
②住まいの再建（見通し）
⑤子供や孫の生活

⑩近助や地域のつながり

生活復興

産業復興

社会復興

基盤復興

被災者
復興

被災地
復興

災害
復興

④仕事の状況
⑥家族の収入
⑦買い物の便

③医療の状況
⑧お出かけの便
⑨通勤交通の便
⑪市街地・集落の復興 4



「被災者復興」は“居住者と事業者”

居住者
復興

(罹災証明)

事業者
復興

(被災証明)

生活（食事・日常）
収入（自営・雇用）
住宅（原地・移転）

事業（継続・再編）
施設（原地・移転）

被
災
者
復
興
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「被災地復興」は地域の“空間と社会”

市街地
復興

インフラ
復興

コミュニティ
復興

公共施設

公益施設

街路・公園・上下
水道・河川・海岸

鉄道・電気・ガス・
通信・空港・病院

市街地基盤・再開発・商店街・交通

近隣関係・集会施設・神社・文化財

被
災
地
復
興
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被災者復興と被災地復興

被災市街地

生活復興
（住宅再建）

産業復興
（企業再建）
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「復興まちづくり地区」の設定

被害発生状況
（被害程度）

市街地の課題
（基盤整備状況）

都市ビジョン
復興まちづくり
を要する地区

復興まちづくり
をずに被災者
復興を進める

被災地域での復興まちづくりをどこで実施するのか
どのように、神戸では決めたのか
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神戸
被災市街地と
市街地の復興

松本地区（市）
土地区画整理事業で
市街地の基盤復興

御菅地区（市）
土地区画整理事業で
市街地の基盤復興
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地図出典：都市計画学会・日本

建築学会(1995)

湊川1・2丁目地区（住）
土地区画整理事業で
市街地の基盤復興
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葛飾区の都市計画マスタープランにおける
「震災復興まちづくりの方針」
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復興への考えが
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ステップ１ ステップ２

地域復興
協議会
の結成

協働
復興区
の認定

時限的
市街地
の形成

地域づくり
協議の
本格化
合意形成

本格復興期

計画づくり支援
時限的市街地の支援

多様な復興事業
メニューの活用

ステップ３

本格復興
の

展開

・都市の復興
・住宅の復興
・暮らし復興
・産業の復興
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行政主導による都市復興

個人による個別復興

整
合

専門家支援

災害復興における時限的市街地の意義
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被災者
復興

被災地
復興
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産業

社会

基盤
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「時限的市街地」の二つの効用

＜災害救助法の限界＞

• 建設型仮設住宅も、
賃貸型仮設住宅も、
「寝る場」の提供のみ

• 「仮住まい」のみの提
供であり、“店舗等併
用事業者”には、“仮
設住宅”と“仮設店舗”
の職住分離を強要。

• 被災地のコミュニティ
を破壊し、復興まちづ
くりの合意を困難に。

＜時限的市街地の効用＞

①住宅とともに店舗等を配置
し「寝る場」のみでなく、「生活
と仕事の場」を提供する『都
市機能確保型時限市街地』

②被災地のコミュニティ機能
を継続し、復興まちづくりの合
意形成者を地域にとどめて、
被災地復興を推進する、地域
の土地建物の関係権利者の
入居を優先する『コミュニティ
継続型時限市街地』
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「想像による“事前復興”が
強靱な葛飾・高砂を創造する」
「課題解決型防災まちづくり」から「目標
達成型復興まちづくり」へ思考展開を！

「超高齢社会」と「人口減少土地余り社会」
に災害につよい街づくりを進めるには、

二つの「そうぞう力」で考えてみよう！
それは、｢想像力｣ と ｢創造力｣
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ご静聴ありがとうございました。

中林一樹


